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第 2 号様式(第 6 条第 1 項) 

 

有料老人ホーム重要事項説明書(グランケアあざみ野) 

 

作成日 2025 年 4 月 1 日 

1． 事業主体概要 

事業主体名 株式会社東急イーライフデザイン 

代表者名 代表取締役  大柴 信吾 

所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8号 

電話番号／ＦＡＸ番号 03-6455-1236/03-6455-1156 

ホームページアドレス http://www.e-life-design.co.jp/ 

資本金(基本財産) 1 億円 

主な出資者(出捐者)と 

その金額又は比率 
東急不動産株式会社 (90%)、株式会社ﾁｬｰﾑｹｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（10%） 

設立年月日 2003 年 3 月 3 日 

直近の事業収支決算額 収益：10,805 百万円、費用：10,831 百万円、損益：▲26 百万円 

会計監査人との契約 無・ 有（       ） 

他の主な事業 
高齢者住宅・有料老人ホームの経営・運営・運営受託、高齢者住宅・有

料老人ホームに係るコンサルティング、訪問介護・訪問看護サービス等 

※収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費＋一般管理費＋営業外費用、 

損益は経常利益とします。 

 

2． 施設概要 

施設名 グランケアあざみ野(以下｢本施設｣という。) 

本施設の 

類型及び 

表示事項 

類型 
 1 介護付 (  一般型 ・外部サービス利用型 )、 

 2 住宅型、  3 健康型 

居住の権利形態 
 1 利用権方式 、  2 建物賃貸借方式、 

 3 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 
 1 自立、   2 要介護 、  3 要支援・要介護、 

 4 自立・要支援・要介護 

介護保険 

 1 市指定介護保険特定施設  

(番号 1473701132、 指定年月日 2004 年 9 月 1 日) 

  介護専用型・混合型・混合型(外部サービス利用型)・地域密着型・ 

介護予防・介護予防(外部サービス利用型) 

 2 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分  1 全室個室(夫婦等居室含む) 、  2 相部屋あり 

介護に関わる職員体制  1.5 ： 1  以上 

提携ホームの利用等 
 1 提携ホーム利用可(             ) 

 2 提携ホーム移行型(             ) 

本施設の開設年月日 2004 年 9 月 1 日 
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本施設の管理者氏名 勝目 豊 

本施設の所在地 神奈川県横浜市青葉区新石川一丁目 7 番地 1 

本施設の電話番号 

ＦＡＸ番号 

045-905-5211 

045-905-5093 

メールアドレス  

交通の便 東急田園都市線・横浜市営地下鉄｢あざみ野｣駅 徒歩 3 分 

ホームページアドレス https://www.grancreer.com/care-azamino/ 

本施設の敷地概要 

権利形態： ―（建物賃借権に随伴する敷地使用権） 

(借地の場合の契約形態)： 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間)：      年  月  日～    年  月  日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

敷地面積： 1,763.45 ㎡ 

本施設の建物概要 

権利形態： 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態)： 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)： 2024 年 8 月 10 日～2029 年 8 月 9 日 

(通常借家契約における自動更新条項の有無)： 無・有 

建物の構造： 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、地上 5 階建 (耐火・準耐火・その他) 

延床面積： 5,190.74 ㎡ (うち有料老人ホーム 5,092.62 ㎡) 

建築年月日： 2004 年 8 月 10 日建築 

改築年月日：     年  月  日改築 

建築確認の用途指定： 有料老人ホーム・その他(診療所) 

本施設の居室（居室、

一時介護室）の概要 

居室総数： 85 室    定員： 85 人 (一時介護室を除く。) 

(内 訳) 定 員 室 数 面 積 

居室 
個室 85 室 18 ㎡ 

 うち 2 人入居 ― ― 

一時介護室 
個室 ― ― 

 うち 2 人入居 ― ― 
 

共用施設・設備の概

要(設置箇所、面積、

設備の整備状況等) 

食堂 

2 階 

3 階 

4 階 

｢デイルーム｣ 3 ヶ所(45～54 ㎡) 

｢デイルーム｣ 3 ヶ所(45～54 ㎡) 

｢デイルーム｣ 3 ヶ所(45～54 ㎡) 

浴室(一般浴槽) 

2 階 

3 階 

4 階 

2 ヶ所 

3 ヶ所 

3 ヶ所 

全て個室タイプ(各 15 ㎡) 

浴室 
リフト浴 2 階 1 ヶ所（15 ㎡） 

ストレッチャー浴 5 階 1 ヶ所(30 ㎡) 

 便所 1 階 共用トイレ 1 ヶ所 
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(設置箇所) 2 階 

3 階 

4 階 

5 階 

共用トイレ 1 ヶ所 

共用トイレ 1 ヶ所 

共用トイレ 1 ヶ所 

共用トイレ 1 ヶ所 

洗面設備 

(設置箇所) 

2 階 

3 階 

4 階 

5 階 

｢デイルーム｣｢浴室｣内設置 

｢デイルーム｣｢浴室｣内設置 

｢デイルーム｣｢浴室｣内設置 

｢デイルーム｣｢浴室｣内設置 

健康管理室 1 階 ｢健康管理室｣ 1 ヶ所(22 ㎡) 

談話室 

1 階 

2 階 

3 階 

4 階 

5 階 

｢応接室｣ 1 ヶ所(17 ㎡) 

｢リビング｣ 1 ヶ所(23 ㎡) 

｢リビング｣ 1 ヶ所(23 ㎡) 

｢リビング｣ 1 ヶ所(23 ㎡) 

｢ラウンジ｣ 1 ヶ所(27 ㎡) 

面談室 ｢談話室｣と兼用 

事務室 1 階 ｢スタッフルーム｣ 2 ヶ所 

洗濯室 5 階 ｢ランドリー｣ 1 ヶ所(28 ㎡) 

汚物処理室 

1 階 

2 階 

3 階 

4 階 

｢サニタリー｣ 1 ヶ所 

｢サニタリー｣ 1 ヶ所 

｢サニタリー｣ 1 ヶ所 

｢サニタリー｣ 1 ヶ所 

看護・介護職員室 

2 階 

3 階 

4 階 

｢マザーステーション｣ 1 ヶ所 

｢マザーステーション｣ 1 ヶ所 

｢マザーステーション｣ 1 ヶ所 

機能訓練室 
5 階 ｢リハビリルーム｣ 1 ヶ所(49 ㎡) 

他の共用施設との兼用 無・有(   ) 

健康・生きがい施設 

5 階 

 

 

｢ルーフガーデン(屋上庭園)｣1 ヶ所(460 ㎡) 

｢多目的ホール｣ 3 ヶ所(23～38 ㎡) 

｢ビューティサロン｣ 1 ヶ所(10 ㎡) 

｢デンタルルーム｣ 1 ヶ所(13 ㎡) 

エレベーター 2 基(うちストレッチャー搬入可 2 基) 

スプリンクラー 階段と浴室を除き全館設置 

居室のある区域の廊下幅 両手すり設置後の有効幅員(1.8ｍ) 

消防用設備等 

消火器 無・有 

自動火災報知設備 無・有 

火災通報設備 無・有 

スプリンクラー 無・有 

防火管理者 無・有 

防災計画（水害・土砂災

害を含む） 
無・有 
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緊急通報装置等緊急

連絡・安否確認 

押しボタン式の緊急通報装置を下記箇所に設置しております。 

通報を感知した場合には 24 時間体制でスタッフが対応致します。 

 

【居室内緊急通報装置設置場所】 

トイレ、洋室 

【共用部分緊急通報装置設置場所】 

 
個別浴室、機械浴室、脱衣所、共用トイレ、ルーフガーデン(屋上庭園)、

デイルーム、リハビリルーム、廊下、エレベーターホール 

同一敷地内の併設施

設又は事業所等の概

要 

名   称： 新石川クリニック 

開設主体： 医療法人社団 髙樹会 

診療科目： 内科、消化器科、呼吸器科 

※テナントとして建物の 1 階に設置(98 ㎡) 

有料老人ホーム事業

の提携ホーム及び提

携内容 

－ 

 

3． 利用料 

(1)利用料の支払方式 

支払方式 前払方式  月払方式  選択方式 

入院等による不在時にお

け る 利 用 料 金 （ 月 額 費

用）の取扱い 

1 減額なし 

2 日割り計算で減額 

3 入院等により入居者が本施設を連続して 7 日を超えて不在にした場合に

は、不在開始日の翌日から起算して 8 日目以降不在日(不在終了日を

含まない。)に係る管理費については、1 日あたり 1,000 円を減額します。

また、入院等により、月の初日から末日までの間(月の初日及び末日を

含む。)連続して欠食する場合には、当該月の食費は 22,000 円(うち本

体価格 20,000 円、消費税 2,000 円)とします(月払家賃、サービス費及

び介護サービス費は減額なし。)。 

利 用 料 金

の改定 

条件 

(1)月払家賃：次のいずれかに該当する場合 

① 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により月払家賃

の額が不相当となった場合 

② 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動

により月払家賃の額が不相当になった場合 

③ 近傍同種の建物の家賃額に比較して、月払家賃の額が不相当に

なった場合 

(2)管理費、サービス費、食費、選択サービス費：サービス内容の変更等又は

維持管理費の増減等により、これらの費用が不相当となった場合 

手続き方法 
事業者は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動を勘案

し、運営懇談会で入居者等の意見を聴いた上で改定します。 
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(2)前払方式 

費用の支払方法 

前払金： 銀行振込 

支払期限  年 月 日 

 

月額費用： 口座引落 

支払期限 翌月分を当月 27 日まで 

(注) 入居日の属する月(以下｢入居月｣という。)分及び入居月の 翌

月分の費用の支払期限は、入居月の 27 日まで(入居月の 27 日

までに口座自動振替が完了しない場合は、入居月の翌月 27 日ま

で)とします。 

(注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険対象

外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費以外の選

択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

敷金 無 ・ 有(       円 ※家賃相当額の   か月分) 

年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

前払金  

法第 29 条第 9 項に規定される前払金 

総額   円 
 

 

算定の基礎 

(内訳) 

①  想定居住期間内の家賃相当額 

   円 

② 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

   円 

算定にあたっては、厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準

指導指針(令和 6 年 5 月 23 日付老発 0523 第 1 号)及び事務連

絡(平成 24 年 3 月 16 日付)で示された算式に基づき算定します。 

具体的な算定方法は別紙１で示します。 

前払金の償却期間 

及び想定居住期間 
 ヶ月 (以下｢想定居住期間｣という。) 

想定居住期間内の 

家賃相当額の充当 

(以下｢償却｣という。)

の開始日 

年 月 日  (入居日と同日) 

返還の対象とならない

額(想定居住期間を超

えて契約が継続する

場合に備えて事業者

が受領する額(非返還

対象分))の有無 

無 ・ 有 

②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて 

事業者が受領する額 

     円 

 (前払金に占める割合   30％) 
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返還金の算定方法 
【入居者の想定居住期間内に、入居者の死亡又は入居契約の解除もしく

は解約により入居契約が終了する場合】 

①入居者(入居者が生存していない場合には返還金受取人)に、次の算

定式に基づき算出される額を前払金から返還します。 

《返還金算定式》(※1) 

1 ヶ月分の家賃等の額(※2) 

 ×(入居契約終了日以降、入居者の想定居住期間満了日までの期間) 

(※1) 

入居契約終了日又は入居者の想定居住期間満了日が属する月が 1

ヶ月に満たない場合には、1 ヶ月を 30 日として日割計算した額とし、

1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

(※2) 

1 ヶ月分の家賃等の額は、想定居住期間内の家賃相当額を、入居者 

の想定居住期間(月数)で割り返した額です(小数点以下切捨)。 

《算式》 

想定居住期間内の家賃相当額÷入居者の想定居住期間(月数) 

②入居者の想定居住期間経過後も入居契約が継続する場合の返還金

はありませんが、家賃相当額の追加徴収も行いません。 

【入居後 3 ヶ月が経過するまでの間に、入居者の死亡又は入居契約の解

除もしくは解約により入居契約が終了する場合】 

以下の算定式に基づき算定される額を前払金から返還します。 

《返還金算定式》(※1) 

前払金－(1 日あたりの家賃等の額(※2) 

 ×入居日から起算して入居契約が終了した日までの日数) 

(※1) 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。 

(※2) 1 日あたりの家賃等の額は、1 ヶ月を 30 日として、次の算式により

算出します。 

《算式》 

1 日あたりの家賃等の額＝1 ヶ月分の家賃等の額÷30 日 

               ＝想定居住期間内の家賃相当額 

÷入居者の想定居住期間(月数)÷30 日  

 

介護費用の前払金 ― 

 算定の基礎(内訳) ― 

返還金の算定方法 ― 

返還の対象とならない

額の有無 
― 

初期償却の開始日 ― 

月額費用 

月額： 216,850 円 

※管理費＋サービス費＋食費の合計です。 

家賃相当額及び入居者の選択による利用料(下記月額費用に含まれ

ない実費負担等ご参照)は含まれません。 

 年齢に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 
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要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

料金プラン 

月額費用 

内訳 

家賃 

相当額 

(非課税) 

管理費 

(非課税) 

サービス

費（課税） 

食費 

(課税) 
備考 

216,850 円 ― 70,000 円 66,000 円 80,850 円 
消費税率

10％ 

 算定根拠 

家賃相当額 ― 

管理費 

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光

熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、居室内の光

熱費及び上下水道使用料、管理部門の人件費 

＜不在時の精算＞ 

入居者の入院等により入居者が本施設を連続して 7 日を超

えて不在にした場合には、不在開始日の翌日から起算して 8

日目以降不在日(不在終了日を含まない。)に係る管理費に

ついては、1 日あたり 1,000 円を減額し、後日精算します。 

サービス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認サービス、緊

急対応サービス、生活支援サービス、アクティビティサービ

ス、健康管理サービス、医療支援サービス等（食事サービス

を除く）の提供に要する費用(人件費含む。) 

食費 
 

食事サービスの提供に要する費用 

＜不在時の精算＞ 

・ 3 食連続して欠食する場合、事業者に欠食届を 3 日前ま

でに提出するものとします。この場合、事業者は 1 日につ

き、1,100 円(税込)を減額し、後日精算します。 

・ 胃瘻等の経管栄養が必要である場合等、入居者の心身の

状況により食事の経口摂取が不可能である場合は、1 ヶ月

あたりの食費は 22,000 円(税込)とします。この場合におい

て、月の途中で経口摂取が不可能になったときは、経口摂

取が不可能となった日の前日までの食費は 80,850 円(税

込)を、経口摂取が不可能となった日以降の食費は 22,000

円(税込)を、それぞれ 1 ヶ月を 30 日として日割計算した額

とし、1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

ます。既払いの食費があるときは後日精算します。 

・ 入居者の入院等により、月の初日から末日までの間(月の

初日及び末日を含む。)連続して欠食する場合は、当該月

の食費は 22,000 円(税込)とします。既払いの食費があると

きは後日精算します。 
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月額費用に含まれない

実費負担等 
入居者の選択による利用料  ※消費税率 10％ 

 

介護サービス費 

入居者が要支援又は要介護認定を受けて特定施設入居者生活介護等利用

契約を締結し、当該契約に基づく特定施設入居者生活介護等サービスの提

供を受ける場合 

 

入居契約第 20 条第 1 項第 1 号に定める 

｢介護保険給付対象介護サービス｣ 

：介護保険に係る介護保険利用者負担分を実費負担 

 

入居契約第 20 条第 1 項第 2 号①に定める 

｢介護保険対象外上乗せ介護サービス｣ 

：月額税込 132,000 円(120,000 円＋税※12,000 円) 

 

入居契約第 20 第 1 項第 2 号②に定める 

｢介護保険対象外個別サービス｣ 

：別紙 3 に表示された料金(消費税を含む。) 

電話、新聞、各種放

送受信料等 

専用居室における電話代(基本料金、通話料)は本施設にお支払い頂きま

す。専用居室における新聞、各種放送受信料等は、個別契約等により各事

業体にお支払いください。 

その他 
医療に関する費用(差額ベッド代等の医療保険の給付対象とはならない費用

を含む。)  

上記以外の 

選択サービス費 
管理規程に定めます。 

 

 

 

介護保険に係る利

用料 

(適用を受ける場合

は、市区町村から交

付される「介護保険

負担割合証」に記載

された利用者負担の

割合に応じた額) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特定施設入居者生活介護 (1 ヶ月 30 日の例) 

区分 月  額 利用者負担額(1 割の場合) 

要介護 1 212,888 円 21,289 円 

要介護 2 237,072 円 23,708 円 

要介護 3 262,329 円 26,233 円 

要介護 4 285,784 円 28,579 円 

要介護 5 310,676 円 31,068 円 

 各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

高齢者虐待防止措置未実施
減算 

(減算型・基準型） 

業務継続計画未策定減算 (減算型・基準型） 

※入居継続支援加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※生活機能向上連携加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

個別機能訓練加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

ADL 維持等加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

夜間看護体制加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 
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介護保険に係る利

用料 

(適用を受ける場合

は、市区町村から交

付される「介護保険

負担割合証」に記載

された利用者負担の

割合に応じた額) 

 

 

※若年性認知症入居者受入加算 無・有 

※協力医療機関連携加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※口腔・栄養スクリーニング加算 無・有 

科学的介護推進体制加算 無・有 

※退院・退所時連携加算 無・有 

※退居時情報提供加算 無・有 

※看取り介護加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※認知症専門ケア加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

高齢者施設等感染対策向上
加算 

無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

新興感染症等施設療養費 無・有 

生産性向上推進体制加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 無・有 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 無・有 Ⅱ 

※個別の状況に応じて発生する加算のため、①特定施設入居者生活介護 

(1 ヶ月 30 日の例)に含まれておりません。 

 

 

②介護予防特定施設入居者生活介護 (1 ヶ月 30 日の例) 

区分 月  額 利用者負担額(1 割の場合) 

要支援 1 76,862 円 7,687 円  

要支援 2 123,762 円 12,377 円  

各種加算の状況 
 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

高齢者虐待防止措置未実施
減算 

(減算型・基準型） 

業務継続計画未策定減算 (減算型・基準型） 

※入居継続支援加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※生活機能向上連携加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

個別機能訓練加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 
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ADL 維持等加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

夜間看護体制加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※若年性認知症入居者受入加算 無・有 

※協力医療機関連携加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※口腔・栄養スクリーニング加算 無・有 

科学的介護推進体制加算 無・有 

※退院・退所時連携加算 無・有 

※退居時情報提供加算 無・有 

※看取り介護加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

※認知症専門ケア加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

高齢者施設等感染対策向上
加算 

無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

新興感染症等施設療養費  無・有 

生産性向上推進体制加算 無・有 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 無・有 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 無・有 Ⅱ 
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(3)月払方式 

費用の支払方法 

敷金： 銀行振込 

支払期限  年 月 日 

月額費用： 口座引落 

支払期限 翌月分を当月 27 日まで 

  (注) 入居月分及び入居月の翌月分の費用の支払期限は、入居月

の 27 日まで(入居月の 27 日までに口座自動振替が完了しない

場合は、入居月の翌月 27 日まで)とします。 

  (注) 介護保険給付対象介護サービスに係る費用及び介護保険対

象外個別介護サービスに係る費用並びに介護サービス費以外

の選択サービス費は、前月分を当月 27 日までとします。 

敷金 無 ・ 有 (    円  ※月払家賃の 3 ヶ月分) 

月額費用 

月額： 575,850 円 

※月払家賃＋管理費＋サービス費＋食費の合計です。 

入居者の選択による利用料(下記月額費用に含まれない実費負担

等ご参照)は含まれません。 

 年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

要介護状態に応じた 

金額設定 
無 ・ 有 

料金プラン 

月額 

費用 

内訳 

月払家賃 

(非課税) 

管理費 

（非課税） 

サービス

費(課税) 

食費 

(課税) 
備考 

575,850

円 

359,000

円 
70,000 円 66,000 円 80,850 円 

消費税

率 10％ 

算定根拠 

月払家賃 専用居室 1 室の使用の対価 

管理費 前払方式に同じ 

サービス費 前払方式に同じ 

食費 前払方式に同じ 

月額費用に含まれない実費

負担等 
前払方式に同じ 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、市区

町村から交付される「介護

保険負担割合証」に記載さ

れた利用者負担の割合に

応じた額)  

前払方式に同じ 

 

(4)共通事項 

改定ルール(勘案する 

要素及び改定手続等) 
３． 利用料 (1)利用料の支払方式 「利用料金の改定」に記載の通り 

前払金の返還債務の 

保全措置 

無 ・ 有 

保全措置の内容(不動産信用保証株式会社との間で保証委託契約を
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締結することで、保全措置を講じています。 )  

サービスの提供に伴う 

事故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入 

無 ・ 有  

有の場合の保険名 

(あいおいニッセイ同和損害保険(株)/企業総合賠償責任保険) 

消費税の対象外とする 

利用料等 
敷金、前払金、月払家賃、管理費、介護保険に係る利用者負担分 

短期利用の設定(短期利

用特定施設入居者生活介

護の届出の有無) 

無 ・ 有     

 

4． サービスの内容 

（1）全体の方針 

運営に関する方針 入居契約及び管理規程に従って施設の管理運営

を行い、良好な環境の保持に努めるとともに、入居

者の快適で充実した生活の実現に努めます。 

サービスの提供内容に関する特色 入居者が快適で心身共に充実、安定した生活を

営めるよう、管理規程記載のサービスを提供しま

す。また入居者が医療を必要とする場合は、円滑

に医療サービスを受けられるよう、医療機関と連携

を図ります。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

食事の提供 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

生活相談サービス １ 自ら実施    ２ 委託     ３ なし 

 

（2）サービスの内容 

月額費用(月払家賃を除く。) 

に含まれるサービスの 

内容・頻度等 

管 理

費 

共用施設、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要

な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、居室

内の光熱費及び上下水道使用料、管理部門の人件費 

サービ

ス費 

フロントサービス、生活相談サービス、安否確認サービス、

緊急対応サービス、生活支援サービス、アクティビティサ

ービス、健康管理サービス、医療支援サービス等(食事サ

ービスを除く)の提供に要する費用(人件費含む。) 

食費 
食事サービス提供に要する費用(1 日 3 食及び 15 時のお

やつの提供、配膳、下膳) 

(介護予防)特定施設入居者生活介護に

よる保険給付及び介護サービス費により

ホームが提供する介護サービスの内容・

頻度等 

別紙 3｢介護サービス等の一覧表｣に定めます。 

月額費用に含まれない実費負担の 

必要なサービスとその利用料 

別紙 3｢介護サービス等の一覧表｣及び管理規程に記載

の通り 
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一部又は全部の業務を 

委託する場合は委託先 

及び委託内容 

事業者は、施設の運営にあたり、下記業務を委託しています。 

設備保守 株式会社東急コミュニティー 

清掃 東急ビルメンテナンス株式会社 

食事 株式会社 LEOC 

健康管理 医療法人社団髙樹会 
 

苦情解決の体制 

(相談窓口､責任者､連絡先、 

第三者機関の連絡先等) 

本施設の提供するサービスに対する苦情に関しては、下記窓口に

おいて書面等にて受付を致します。 

本施設生活相談員 045-905-5211 

株式会社東急イーライフデザイン 03-6455-1236 

上記窓口で解決しない場合は下記第三者機関に相談することがで

きます。 

（公社）全国有料老人ホーム協会 入居・苦情相談 03-5207-2763 

はまふくコール 045-263-8084 

神奈川県国民健康保険団体連合会 苦情相談直通 045-329-3447 
 

事故発生時の対応 

(医療機関等との連携、家族等

への連絡方法・説明等) 

本施設内での応急処置、協力医療機関等への搬送又は 119 番通

報により他の医療機関への搬送を行うとともに入居者の身元引受

人、代理人、成年後見人(代理人を除く。)、家族及び地方自治体の

関係部署へ連絡します。また、事故についての検証、再発防止策を

講じます。 

事故発生の防止の為の 

指針 
無 ・ 有 

損害賠償 

(対応方針及び損害保険契約

の概要等) 

天災、地変、火災、盗難、器物破損、その他事業者の責めに帰する

ことのできない事由に基づく事故又は事業者の行う本施設の維持

保全に必要な工事等による本施設の使用停止等により入居者の被

った損害については、事業者は賠償責任を負いません。 

但し、事故等の理由により損害賠償責任を負う場合に備え損害保

険を付保するとともに事故発生時においては解決に向けて誠実に

対応致します。 

公益社団法人全国有料老人 

ホーム協会及び同協会の入居

者基金制度への加入状況 

協会への加入 無 ・ 有 

入居者基金制度への加入 無 ・ 有 

利用者アンケート調査、意見箱

等利用者の意見等を把握する

取組の状況 

有 
実施日 常設 

結果の開示 有 無 

無  

第三者による評価の実施状況 

有 
実施日 

実施内容 

無  

備考  
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5． 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に介

護を行う場所 

事業者は、入居者との間で介護保険法及びその他の法令に定める

｢介護予防特定施設入居者生活介護｣又は｢特定施設入居者生活介

護｣(以下｢特定施設入居者生活介護等｣といいます。)の利用契約を締

結した場合、当該契約に基づき、別紙 3 に定める介護範囲の特定施

設入居者生活介護等サービスを居室内において提供します。 

入居後に居

室又は施設

を住み替え

る場合 

従前の居室から

別の居室へ住み

替える場合(判断

基準・手続、追加

費用の要否、居室

利用権の取り扱

い等) 

事業者は、一定の観察期間を設けた上で、入居者に対するより適切な

介護を提供するために必要と判断する場合には、入居者に対し、本施

設の他の居室への住み替えを提案することがあります。 

この場合には、次の各号に掲げる全ての手続をとります。 

① 事業者の指定する医師の意見を聴く 

② 入居者の同意を得る 

③ 身元引受人又は法定代理人もしくは代理人の同意を得る 

本施設の他の居室への住み替えによる居室面積及び費用の変更並

びに追加費用の支払いは生じません。 

 

 

6． 医療 

協力医療機関 

(又は嘱託医) 

の概要及び 

協力内容 

① 

名 称 医療法人社団髙樹会 新石川クリニック 

診 療 科 目 内科、消化器科、呼吸器科 

所 在 地 横浜市青葉区新石川一丁目 7 番地 1 

電 話 番 号 電話：045-905-5266 

距 離 及 び 

所 要 時 間 
同一敷地内 

協 力 内 容 健康相談、入居時健康診断、定期健康診断 他 

② 

名 称 医療法人社団明芳会 江田記念病院 

診 療 科 目 
内科、精神科、心療内科、消化器内科、循環器内科、整形外

科、皮膚科、外科、リハビリテーション科 

所 在 地 横浜市青葉区あざみ野南一丁目 1 番地 

電 話 番 号 電話：045-912-0111 

距 離 及 び 

所 要 時 間 
約 1.1km 車で約 3 分 

協 力 内 容 受診時の連携 

協力歯科医療

機関 

(又は嘱託医) 

の概要及び 

協力内容 

名 称 医療法人社団藤栄会 あおば台デンタルクリニック 

所 在 地 横浜市青葉区しらとり台 2‐19 

電話番号 電話：045-482‐9982 

距離及び 

所要時間 
約 5.9 ㎞ 車で約 15 分 

協力内容 歯科・訪問歯科診療 
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入居者が 医療を要

する場合の対応 

病気や怪我の治療は、入居者の任意の意思で、自己が自由に選択した医療

機関で受けて頂きます。 

( 入 居 者 の 意 思 確

認、医師の判断、医

療機関の選定、費用

負担、長期に入院す

る場合の対応等) 

医療費は健康保険の適用を受けてください。入居者の自己負担分及び健康

保険が適用されない場合は、入居者の負担となります。 

入院が長期にわたった場合でも入居契約は継続しますので、退院後は入院前

の居室に戻ることができます。なお、入院期間中も管理費等の月額費用はお

支払い頂きます。 

重度化と看取りに 

関する指針 

 

1. 重度化に関する指針 

入居者の介護度が重くなった場合や医療依存度が高くなった場合において

も、できる限りの対応ができるよう以下の体制を整えております。 

(1) 看護スタッフと介護スタッフが 24 時間体制で対応致します。 

(2) ｢新石川クリニック｣と入居者が訪問診療の契約を行うことにより、医師が定

期訪問診療を行う他に臨時往診等のサービスが受けられます。 

 但し、病院と異なり医師が常駐しているわけではないため、継続的に行える

医療行為は、脱水症状改善目的の点滴(3 日間程度)、在宅酸素療法、膀胱留

置カテーテル、褥瘡の処置、胃ろう、腸ろう等の本施設の看護スタッフが管理

できる範囲に限られています。本施設での対応が難しく医師により入院治療が

必要と判断される場合は入院して頂くことになります。 

 

 

2. 看取りに関する指針 

(1) 看取りに関する基本的な考え方 

 医師が回復の見込みがない終末期の状況であると判断し、入居者、代理人

及び身元引受人が本施設での｢看取り｣を希望される場合、｢新石川クリニック｣

との訪問診療の契約を行っている方には、医師との連携により本施設での｢看

取り｣の対応を致します。 

 

(2) 終末期の経過と医療行為の選択及び同意と意思の確認方法 

 入居者、代理人及び身元引受人が本施設での看取りを希望される場合は、

本施設スタッフや医師等と話し合い、本施設で行うことが可能な医療行為等に

同意頂き、｢将来の方針に関する意思確認書(承諾書)｣を提出して頂きます。 

 また、｢看取り介護加算同意書｣を提出頂き、ケアプランに従い看取りケアを

行います。 
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7． 入居状況等 (2025 年 7 月 1 日現在) 

入居者数及び定員 80 室 ・ 80 人／85 室(販売室数)・85 人(定員) 

入居者の状況 

性別 男性： 17 人 、 女性： 63 人 

介護の 

要否別 

自立 0 人   

要介護      72 人 要支援 8 人 

 (内訳)  (内訳) 

要介護 1 25 人 要支援 1 4 人 

要介護 2 13 人 要支援 2 4 人 

要介護 3 15 人  

要介護 4 11 人 

要介護 5  8 人 

入居者の平均年齢 90.4 歳(男性 89.5 歳、女性 91.2 歳) 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の 

役職員を除く参加者数、 

主な議題等) 

定期運営懇談会を年 1 回開催します。 

その他本施設が必要と認めた場合、入居者からの要望があり、本施設が 

必要と認めた場合には、随時運営懇談会を開催致します。 

【主な議題】 

①本施設の前年度決算の報告 

②過去 1 年以内の時点における本施設の運営状況、年間の退去者数 

及び入居者数の分布状況、要介護者等の状況、サービスの提供状況、 

管理費・サービス費・食費等の収支状況並びに本施設全体の職員 

数・人員配置・職員の資格保有の状況等の報告 

③サービス費及び選択サービス費等の改定 

④本規程、細則等の諸規程の改定 

⑤入居者からの適切な方法による要望や苦情の対応処理 

⑥事故に関する報告 

⑦各種契約関連書類の改定 

⑧その他特に必要と認められた事項 
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8． 職員体制  （2025 年 7 月１日現在） 

 

（1）職種別の職員数                                  

 職 員 数 

常勤換算後の人数 夜勤勤務職員数 

(20:00～翌 7:30 

(最少人数) 

備  考 

(資格・委託等)  うち自立対応 

従
業
者
の
内
訳 

管理者 1(－)    1   
介護福祉士 

介護支援専門員 

生活相談員 1（－) 1   介護福祉士 

直接処遇職員 67(4)    57.2 ― 7(4)  

 
介護職員 58(2) 49.4 ― 6(3) 

介護福祉士、初任者研

修終了、ホームヘルパー

2 級、介護支援専門員 

看護職員 9(2) 7.8 ― 1(1) 正看護師 

機能訓練指導員 2(－) 

 

  

 

理学療法士 1(－)  理学療法士 

作業療法士 1(－)  作業療法士 

その他 0(－)   

計画作成担当者 3(－)  
介護支援専門員・ 

介護福祉士 

医師 －(－)   

栄養士 3(1)  委託（栄養士) 

調理員 14(13)  委託 

事務職員 5(－)  
経理、フロント、営繕、運

転 

その他職員 10(10)  
洗濯・リネン、清掃(委

託)・ 

  合   計 104(40) 7(4)  

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数 

注２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対し

て一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の

人数において、自立者対応の人数を内数で記入 

注 3）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印を

つけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入 

注４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成

担当者の介護支援専門員資格等を記入
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（2）職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １  あり      ２  なし 

兼務に係る 

資格等 

１  あり 

 資格等の名称  

２  なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 

機能訓練 

指導員 

計画作成 

担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度 1 年間の採用者数 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

前年度 1 年間の退職者数 0 １ 3 0 0 0 0 0 0 0 

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数 

に
応
じ
た
職
員
の
人
数 

1 年未満 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

1 年以上 

3 年未満 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 年以上 

5 年未満 
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

5 年以上 

10 年未満 
0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

10 年以上 ７ 2 41 2 1 0 2 0 3 0 

従業者の健康診断の実施状況 １  あり      ２  なし 

 

〇要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

 
前々年度の 

平均値 

前年度の 

平均値 

今年度の 

平均値(※3) 

要支援者の人数 7.0 7.2 8 

要介護者の人数 68.2 73.1 73 

指定基準上の直接処遇職員の人数(※1) 59.4 58.2 58.3 

配置している直接処遇職員の人数(※2) 59.4 58.2 58.3 

要支援者・要介護者の合計数人に対する

配置直接処遇職員の人数の割合 
1.26：１ 1.37：1 1.39：1 

常勤換算方法の考え方 常勤職員の週勤務時間 39 時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護 

職員 

早番 7：30  ～  16：30 

日勤 9：00  ～  18：00 

遅番 11：00 ～  20：00 

夜勤 16：30 ～   9：30 

看護

職員  

日勤 8：30  ～  17：30 

遅番 11：00 ～  20：00 

夜勤 16：30 ～   9：30 

(※1)常勤換算後の人数とします。 

(※2)常勤換算後の人数とし、自立者対応の人数を除きます。 

(※3)今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とします。 
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○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況 

社会福祉士 １人(0 人) 
介護職員実務者研修修了

者 
0 人(0 人) 

介護福祉士 51 人(4 人) 
介護職員初任者研修修了

者 
4 人(0 人) 

介護支援専門員 2 人(1 人) 資格なし 0 人(0 人) 

※資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入し、他の資

格を持っている職員を( )に外数で記入しております。 

※介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入してお

ります。 

 

9． 入居・退去等 

入居者の条件 

(年齢、心身の状況 

(自立・要支援 

・要介護)等) 

次のいずれの条件にも該当する方 

①入居時に満 65 歳以上であること 

②介護保険制度による要介護等認定を受けており、日常生活で常時介護の

必要であること 

③介護保険、医療保険に加入していること 

④常時医療機関において治療する必要がないこと 

⑤他の入居者に感染する疾患がないこと 

⑥自傷他害の恐れがなく、かつ共同生活が営めること 

⑦代理人、身元引受人、返還金受取人を定めることができること 

代理人等の条件及び

責務等 

原則として、代理人を 1 名定めて頂きます。 

また、代理人と身元引受人は兼ねることができます。 

【代理人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

【代理人の責務等】 

①入居者は、代理人に対し、入居契約の履行に関する一切の権限を委託

し、これに伴う代理権を付与します。 

②代理人は、連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対す

る債務について、入居契約に記載された極度額を限度として入居者と連

帯してその責めを負います。 
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身元引受人等の条件 

及び責務等 

原則として、身元引受人を 1 名定めて頂きます。 

【身元引受人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

【身元引受人の責務等】 

①連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対する債務につ

いて、入居契約に記載された極度額を限度として入居者と連帯して履行

の責めを負うとともに、事業者と協議し、必要なときは入居者の身柄を引き

取ります。 

②入居者に関する事業者から身元引受人への連絡・協議等に協力します。 

③入居者が死亡した場合に入居者の身柄及び遺留金品を引き受けます。 

返還金受取人 

入居者が死亡した場合に入居契約の終了に伴う返還金の返還を受ける者とし

て、返還金受取人 1 名を定めて頂きます。 

返還金受取人は、代理人又は身元引受人がこれを兼ねることができます。 

生活保護受給者の 

受入れ対応 
否 ・ 可 

事業者又は入居者が 

入居契約を解除する 

場合の事由及び 

手続等 

【事業者からの解除の場合】 

①事業者は、入居者が次のア．からカ．のいずれかに該当し、かつ、そのこ

とで入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著し

く困難と認められる場合に、入居契約を解除することができます。 

ア． 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した

場合 

イ． 月払家賃(月払方式の場合)、管理費、サービス費、食費その他費用

の支払いを 3 回以上遅滞し又は 3 ヶ月以上滞納した場合 

ウ． 入居契約又は管理規程に違反した場合 

エ． 入居者の言動が、他の入居者又は本施設の運営スタッフに危害を

及ぼすおそれがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法等ではこ

れを防止することができない場合 

オ． 入居契約の規定により事業者が求めたにもかかわらず、新たに入居

者の代理人又は身元引受人をたてない場合 

カ． その他、上記ア．からオ．に準ずる事由が発生した場合 

 

②事業者は、入居者、入居者の家族又は身元引受人等による、事業者の

役職員や他の入居者等に対するハラスメント(身体的暴力、精神的暴力

及びセクシュアルハラスメントなど。)により、入居者との信頼関係が著しく

害され事業の継続に重大な支障が及んだときは、入居契約を解除するこ

とができます。 

③上記①又は②の規定に基づき入居契約を解除する場合、事業者は、次

の各手続きを行います。 

ア． 契約解除の通知について 90 日の予告期間をおきます 

イ． 上記通知に先立ち、入居者、代理人及び身元引受人等(以下｢入居
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者等｣という。)に弁明の機会を設けます 

ウ． 予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先が

ない場合には、入居者等、その他関係者・関係機関と協議し、移転

先の確保に協力します 

④上記①のエ．に基づき入居契約を解除する場合には、事業者は上記に

加えて次の手続きを行います。 

ア． 医師の意見を聴きます 

イ． 一定の観察期間をおきます 

⑤上記①から④にかかわらず、事業者は、入居者が次のア．からウ．のいず

れかに該当するときは、入居者に対して通知することで、入居契約を解除

することができます。 

ア． 入居に関する書類等における重大な不実記載等が入居日前に発

見されたとき 

イ． 不正な手段で入居しようとしていることが入居日前に判明したとき 

ウ． 正当な理由がなく、入居日までに前払金又は敷金が支払われなか

ったとき 

 

【入居者からの解約の場合】 

①入居者は、事業者に対して、30 日前までに、書面により解約の申入れを

行うことにより、入居契約を解約することができます。解約の申入れは事業

者の定める解約届を事業者に届け出ることによって行うものとします。 

※入居者は、入居日の前日までの期間内であれば、書面によって事業者

に通知して、入居契約を解約することができます。 

②入居者が、解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入

居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して 30 日目をもって、入

居契約は解約されたものと推定します。 

表明保証 

・無催告解除 

①入居者及び事業者は、相手方に対し、次のア．及びイ．の事項を表明し、

保証するものとし、入居者は、事業者に対し、身元引受人、代理人及び

入居契約第 45 条に定める滞在者が次のア．及びイ．を充足することを表

明し、保証します。 

 

ア．入居契約締結時及び入居契約締結後において、自ら、自らの役員・

使用人・従業員等、親会社、子会社又は関連会社(以下総称して

｢対象者｣という。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれ

らに準ずる者又はこれらの構成員(以下総称して｢反社会的勢力｣と

いう。)のいずれにも該当しないこと 

イ．反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入居契約を締結するもので

ないこと 
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②上記①のほか、入居者及び事業者は、相手方に対し、対象者が直接・間

接を問わず次のア．からカ．記載の行為を行わないこと及び今後も行う予

定がないことを表明し、保証するものとし、入居者は、事業者に対し、身元

引受人、代理人及び入居契約第 45 条に定める滞在者が、直接・間接を

問わず次のア．からカ．記載の行為を行わないこと及び今後も行う予定が

ないことを表明し、保証します。 

ア． 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は

法的な責任を超えた不当な要求等の行為 

イ． 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する

行為 

ウ． 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金を導入し又は関

係を構築する行為 

エ． 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 

オ． 反社会的勢力をして自らの経営に関与させる行為 

カ． 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供し又は

本施設に反社会的勢力を入居させもしくは反復継続して反社会勢力

を出入りさせる行為 

 

③入居者及び事業者は、相手方が上記①又は②のいずれかに違反してい

ると合理的に判断したときは、相手方に対し、何らの催告もなく、入居者・

事業者間の全ての契約を解除することができ、相手方はこれに対し何ら

異議を申し立てないものとします。 

 

④入居者及び事業者は、上記③により解除した場合に、相手方が損害を被

ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとします。 

前払金及び敷金の 

返還時期 

【前払金の返還時期】 

①入居日の前日までに入居契約が終了した場合 

： 終了後速やかに 

②入居日から 3 ヶ月以内に入居契約が終了した場合 

： 明渡し後 90 日以内 

③入居日から 3 ヶ月経過後かつ想定居住期間内に入居契約が終了した場合 

： 入居契約終了日の翌日から起算して 3 ヶ月以内 

※入居契約の終了時期により、返還額は、入居契約の定めに従いそれぞれ

異なります。 

【敷金の返還時期】 

 明渡し後遅滞なく 
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前年度における退去

者の状況 

退去先別

の人数 

自宅等 人 

社会福祉施設 3 人 

医療機関 0 人 

死亡者 20 人 

その他 0 人 

生前解約

の状況 

施設側の 

申し出 

0 人 

（解約事由の例） 

入居者側の 

申し出 

3 人 

（解約事由の例） 

ご家族近隣施設への住替え 

提携介護住宅への住替え 

 

体験入居の期間及び 

費用負担等 

入居審査後、入居の条件を満たし、所定の健康診断書を提出された方は、体

験入居を経た後、本入居となります。 

期間： 3 泊 4 日 ※延長をご希望の場合はご相談ください 

費用： 税込 16,5,00 円(15,000 円＋税※1,500 円)／人・泊 (1 泊 3 食付) 

※消費税率 10％ 

※体験入居中は、介護保険の適用はありません。 

 

10． 情報開示 

入居希望者等 
への情報開示 

重要事項説明書の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

入居契約書の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

管理規程の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

財務諸表の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

事業収支計画の公開  1 公 開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )   2 非公開 

添付書類：別添 1「『前払金』の算定根拠について」 

別添 2「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表」 

別添 3「介護サービス等の一覧表」 
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グランケアあざみ野    号室 

                  様 

 

事業者 

東京都渋谷区道玄坂一丁目 10 番 8 号 

株式会社東急イーライフデザイン 

代表取締役  大柴 信吾    印 

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により

説明を行いました。 

●年●月●日 説明者署名                

 

契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により

説明を受けました。 

 

【入居者】  

 

1 

住所  

氏名  印 

電話   

2 

住所   

氏名   印 

電話   (入居者 1 との関係       ) 

【身元引受人】 

 

1 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 1 との関係       ) 

2 

住所  

氏名  実印 

電話  (入居者 2 との関係       ) 

【法定代理人又は代理人】 

 

1 

住所  

 氏名   

 電話  (入居者 1 との関係       ) 

 

2 

住所  

 
氏名   

 電話  (入居者 2 との関係       ) 



25 

 

別添 1 

｢前払金｣の算定根拠について 

 

1． ｢前払金｣について 

(1) 本施設では、家賃相当額の支払方式について前払方式と月払方式を採用しています。 

(2) 前払方式とは、｢(事業者が)終身にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を前払金とし

て一括して受領するもの｣(厚生労働省老健局長が定める｢有料老人ホーム設置運営標準指導

指針｣(令和 6 年 5 月 23 日付老発 0523 第 1 号)(以下｢指導指針｣という。)及び厚生労働省老

健局高齢者支援課事務連絡｢有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返

還債務の金額の算定方法の明示について｣(平成 24 年 3 月 16 日付)(以下｢事務連絡｣という。)

参照)で、ご入居者にとっては、居住期間を気にせずに住み続けられる支払方式です。 

 

2． 前払方式の算定式について 

(1) 前払方式の算定の基礎については、指導指針及び事務連絡に定める以下の考え方に拠りま

す。 

【算定の基礎】 

前払金 ＝(前払方式における想定居住期間に応じた 1 ヶ月分の家賃相当額 

×想定居住期間(月数)) 

＋(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額) 

 

【図式】 

 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 ②想定居住期間を超えて 

契約が継続する場合に 

備えて事業者が受領する額 

(前払方式における想定居住期間に応じた 1 ヶ月分の 

家賃相当額×想定居住期間(月数)) 

《返還対象分》 《非返還対象分》 

 

(2) (1)のうち、｢想定居住期間｣と｢想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が

受領する額｣の具体的な算定方法は、事務連絡で示された以下の考え方に拠ります。 

想定居住期間 

 入居者のうち概ね 50％の方が入居し続けることが予想される期間として、各有料老人ホームが

それぞれ定める期間のことです。その期間は、入居時の年齢や性別、自立者か要介護者か、な

どに応じて、入居者の平均余命等を勘案して設定されます。 

想定居住期間内の家賃相当額は、想定居住期間内に入居者の死亡又は入居契約の解除もし

くは解約により契約が終了した場合、終了時期に応じてその一部が返金されます。 

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 

 生存率等を加味して決められる、想定居住期間経過後、入居者の全員が退去する時点までの

将来の家賃負担分です。 

この額は、入居契約が終了しても返還されません。 

  ※入居日から 3 ヶ月以内に入居契約が終了した場合を除きます。 

前払金(=①+②) 
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3． 本施設における具体的な算定根拠について 

(1) 想定居住期間の設定 

想定居住期間は、事務連絡で示された考え方に則り、事業者及びそのグループ会社での介護

付有料老人ホーム(以下、総称して｢当社グループ介護付有料老人ホーム｣という。)の入居者実

績に基づく入居時の年齢、性別等を勘案し、一般社団法人全国特定施設事業者協議会が策

定している自主基準適合審査用シートに記載されている有老協入居者基金(要介護データ)を

用いて、介護付有料老人ホームにおける母集団の居住継続率が概ね 50%になる期間を算定し

ました。その上で下表の通り３つの年齢区分に分け、当社グループ介護付有料老人ホームの入

居者実績から想定される入居時平均年齢である 83 歳を 76 歳から 85 歳の区分における基準

年齢とし、65 歳から 75 歳の区分及び 86 歳以上の区分では、83 歳に最も近い 75 歳及び 86

歳を各年齢区分における基準年齢と致しました。以下の通り、基準年齢における想定居住期間

をもって各年齢区分の想定居住期間として決定しています。 

 

年齢(歳) 65～75 76～85 86 歳以上 

想定居住期間(ヶ月) 84 72 60 

 

(2) 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額の設定 

一般社団法人全国特定施設事業者協議会の自主基準適合審査用シートに記載されている有

老協入居者基金(要介護データ)を用いて、年齢区分毎の基準年齢における前払金合計額に

対する想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額を算定しまし

た。当該額の前払金に対する割合は、入居者に分かりやすい料金体系とするため、各年齢区分

における数値(一桁以下切捨)である 30％として決定しています。 

 

 

【参考 ： 前払方式選択時の具体例】 

グランケアあざみ野 入居時年齢 80 歳 210 号室 

前払金 (①＋②) (総額) 25,848,000 円 

 

①想定居住期間内の家賃相当額 

(前払方式における想定居住期間に応じた 1 ヶ月分の家賃相当額)×(想定居住期間(月数)) 

 18,093,600 円  (前払金に占める割合は 70 ％) 

                               算定式 ： 251,300 円×72 ヶ月 

②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額 《非返還対象分※》 

 7,754,400 円  (前払金に占める割合は 30 ％) 

※入居日から 3 ヶ月以内に死亡又は解除もしくは解約により入居契約が終了する場合は、入居契約

の定めに従い返還されます。 
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別添3

【網掛け表示】

（１）.

（２）.

※｢－｣と表示されているサービスについては選択不可です。

※｢協力医療機関｣とは、重要事項説明書に定める協力医療機関を指します。

※｢近隣医療機関｣とは、本施設から最も遠い協力医療機関への距離を半径とした円の中に所在する医療機関を指します。

※サービス計画は、本施設の計画作成担当者が、入居者個々の健康状態、介護状態等を基に入居者と協議の上、作成致します。

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定（ 有 ）

利用料金に含まれる
サービス

介護保険給付及び、利用料
金に含まれるサービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

　

有 希望により対応 ― ―
10時と15時を目安として2
回。その他必要に応じて対
応

― ―

有 希望により対応 ― ―
23時、1時、3時、5時を目
安として2時間毎

― ―

有 ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― ― ―
必要に応じ介助（要支援・
要介護1～2）

― ―

有 ― ― ―
随時（要介護3～5）個人の
排泄パターンに応じ介助

― ―

有 ― ― 実費負担 ― ― 実費負担

有 ― ― ― 必要に応じ介助 ― ―

有 ― 入浴時付添い介助

有 ― 入浴時付添い介助

有 ― ― ― 必要に応じ介助

有 ― ― ―
必要に応じ車いす、杖等使
用し介助

― ―

有 ― ― ― 必要に応じ介助

有 ― ― ― 必要に応じ介助

有 週1回程度状況により実施 ― ―
週一回程度状況により実
施。居室での訓練もあり

― ―

有
一疾患あたり週1回協力医
療機関又は近隣医療機関へ
の付添い

・同一疾患（急性疾患は
除く）による週2回目以
降の協力医療機関又は近
隣医療機関への付添い
・本施設から最も遠い協
力医療機関より遠方への
付添い

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

一疾患あたり週1回協力医
療機関又は近隣医療機関へ
の付添い

・同一疾患（急性疾患は
除く）による週2回目以
降の協力医療機関又は近
隣医療機関への付添い
・本施設から最も遠い協
力医療機関より遠方への
付添い

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

　

有 24時間対応 ― ― 24時間対応 ― ―

　

有
年末年始、祝祭日、日曜を
除く毎日

― ―
年末年始、祝祭日、日曜を
除く毎日

― ―

有
（洗濯機で洗える物）年末
年始、祝祭日、日曜を除く
毎日

業者委託する場合 実費負担
（洗濯機で洗える物）年末
年始、祝祭日、日曜を除く
毎日

業者委託する場合 実費負担

有
食堂に配膳・下膳。必要に
応じ、居室に配膳・下膳

― ―
食堂に配膳・下膳。必要に
応じ、居室に配膳・下膳

― ―

有 実費負担 ― ― 実費負担 ― ―

　

有 週1回指定日に実費負担 指定日以外

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回指定日に実費負担 指定日以外

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有 隔週1回指定日に実費負担 指定日以外

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

隔週1回指定日に実費負担 指定日以外

1,650円/時間※
1（うち本体価
格1,500円、消
費税150円）＋
実費負担

月額の介護サービス費(下記(2)に対する利用料を除く。)に含むサービス(介護保険給付対象介護サービス及び介護保険給付対
象外上乗せ介護サービス)

その都度徴収するサービス(介護保険対象外個別介護サービス)

介護サービス等の一覧表

1,210円/回（う
ち本体価格
1,100円、消費
税110円）

希望により対応 週4回以上

1,210円/回（う
ち本体価格
1,100円、消費
税110円）

④入浴等

 ・清拭

 ・一般浴介助

 ・特浴介助

下表のうち、｢要支援1～2、要介護者1～5｣欄に記載の網掛けで表示されている各サービスが、入居契約に定める｢介護サービス｣に該当します。

 ・おむつ交換

 ・おむつ代

②食事介助

③排泄

⑦通院の介助

⑧緊急時対応

①家事

 ・清掃

 ・洗濯

 ・ナースコール

２.生活関連サービス

 ・体位交換

 ・居室からの移動

 ・衣類の着脱

 ・身だしなみ介助

⑥機能訓練

１.介護関連サービス

①巡回

 ・昼間　6時～22時

 ・夜間　22時～6時

⑤身辺介助

 ・排泄介助

区　　　　　分

提供サービスの別

サービスの提供内容等

自　　立 要支援１～２、要介護１～５

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

②居室配膳・下膳

③理美容

④代行

 ・買物

 ・役所手続



29 

 

 

利用料金に含まれる
サービス

介護保険給付及び、利用料
金に含まれるサービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

― 1回30分※1まで

1,100円/回（う
ち本体価格
1,000円、消費
税100円）＋実
費負担

― 1回30分※1まで

1,100円/回（う
ち本体価格
1,000円、消費
税100円）＋実
費負担

― 1回30分以上

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

― 1回30分以上

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有 年1～2回※2 ― ― 年1～2回※2 ― ―

有 随時 ― ― 随時 ― ―

有 随時 ― ― 随時 ― ―

有
指定時間内
保険診療は実費負担 ― ―

指定時間内
保険診療は実費負担 ― ―

有 ― ― 入居者負担 ― ― 入居者負担

有
協力医療機関又は近隣医療
機関への付添い

本施設から最も遠い協力
医療機関より遠方への付
添い

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

協力医療機関又は近隣医療
機関への付添い

本施設から最も遠い協力
医療機関より遠方への付
添い

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有
週1回協力医療機関又は近
隣医療機関へのお見舞い等

・週2回目以降の協力医
療機関又は近隣医療機関
へのお見舞い等
・本施設から最も遠い協
力医療機関より遠方への
お見舞い等

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

週1回協力医療機関又は近
隣医療機関へのお見舞い等

・週2回目以降の協力医
療機関又は近隣医療機関
へのお見舞い等
・本施設から最も遠い協
力医療機関より遠方への
お見舞い等

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

有 ― ―

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

― ―

1,650円/時間※1

（うち本体価格
1,500円、消費
税150円）＋実
費負担

　

有
随時実施
＋材料費等実費負担

― ―
随時実施
＋材料費等実費負担

―

有
随時実施
＋材料費等実費負担

― ―
随時実施
＋材料費等実費負担

―

有 随時実施
年数回、多彩なイベント
に伴う食事を提供

メニューと料金
については、イ
ベント開催に先
立ち案内

随時実施
年数回、多彩なイベント
に伴う食事を提供

メニューと料金
については、イ
ベント開催に先
立ち案内

自　　立 要支援１～２、要介護１～５

提供サービスの別 その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

（※1）時間単位で料金が設定されているサービスの提供時間は、サービスを提供する本施設スタッフが、本施設を外出してから本施設に戻るまで
　　　 の時間で算出致します。

（※2）2回目の定期健康診断は、訪問診療を行うクリニックの医師の判断又は入居者の希望により実施します。

有

 ・お見舞い等（お見舞い、
　 連絡、洗濯物交換等）

 ・入退院時の付添い

４.入退院時、入院中のサービス

・入院時の上記規定外の
  サービス

 ・医療費

 ・医師の往診依頼

 ・生活指導

 ・健康相談

・イベント

 ・健康診断

３.健康管理関連サービス

・イベント食

５.その他サービス

⑤外出時の同行

・アクティビティ

区　　　　　分

サービスの提供内容等


